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市
民
提
案
型
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業

事
業
報
告
会
開
催
・
新
年
度
事
業
提
案
募
集

　

市
で
は
、
地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
て
、
市
民
活
動
団
体
な
ど
が
提

案
し
た
事
業
を
、
市
と
協
働
で
実
施
す
る
市
民
提
案
型
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
事
業
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

●
募
集
期
間

　

 

４
月
１
日（
水
）〜
22
日（
水
）８
時
30
分

〜
17
時
15
分（
土
日
を
除
く
）

●
提
出
書
類

　

 

事
業
申
込
書
、
提
案
書
、
収
支
予
算
書
、

団
体
概
要
書
、
誓
約
書

●
提
出
方
法

　

 

持
参
ま
た
は
郵
送（
必
着
・
郵
送
の
場
合

は
提
出
後
に
確
認
の
電
話
を
い
れ
る
こ
と
）

●
審
査
・
決
定

　

 

審
査
委
員
会
が
、
市
と
の
協
働
事
業
に
ふ

さ
わ
し
い
か
審
査
を
行
い
、
実
施
す
る
事

業
を
決
定
し
ま
す
。

●
協
定
書
の
締
結

　

 

事
業
開
始
前
に
、市
と
基
本
事
項
や
役
割
分

担
な
ど
を
明
示
し
た
協
定
書
を
締
結
し
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
直
接
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
度
事
業
提
案
募
集

 

令
和
元
年
度
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
事
業
報
告
会
及
び

令
和
２
年
度
説
明
会

と
き
／
３
月
17
日（
火
）18
時
30
分
〜

と
こ
ろ
／
伊
豆
長
岡
庁
舎
３
階
会
議
室

内
容
／

（
１
）実
施
団
体
の
事
業
報
告

　

① 

コ
ロ
マ
ガ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
伊
豆
の

国
市
版
制
作
実
行
委
員
会 

　

②
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

伊
豆
学
研
究
会

　

③
伊
豆
の
国
市
音
頭
保
存
会

　

④
伊
豆
長
岡
ま
ゆ
玉
の
会

　

⑤
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

高
原
倶
楽
部

　

⑥
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｋ
Ｏ
楽
舎

　

⑦
伊
豆
長
岡
温
泉
場
通
り
振
興
会

　
（
順
不
同
／
７
団
体
）

（
２
） 令
和
２
年
度
募
集
の
説
明

問 

地
域
づ
く
り
推
進
課

〒
４
１
０
‐
２
２
９
２

伊
豆
の
国
市
長
岡
３
４
０
‐
１

☎ 

０
５
５（
９
４
８
）１
４
１
２

◆
対
象
と
な
る
事
業

① 

公
益
的
ま
た
は
社
会
貢
献
的
な
事
業
で
、

提
案
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
市
民
活
動
団
体
な
ど

と
市
が
協
働
で
取
り
組
む
こ
と
で
、
課
題

解
決
が
図
ら
れ
る
も
の

② 

市
が
単
独
で
実
施
す
る
よ
り
も
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
、

市
民
活
動
団
体
な
ど
と
市
が
協
力
・
連
携

し
て
実
施
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
高
い
効
果

が
期
待
で
き
る
も
の

③ 

そ
の
効
果
が
市
内
に
お
い
て
生
ず
る
も
の

◆
対
象
外
の
事
業

○
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の

○
宗
教
や
政
治
活
動
に
関
わ
る
も
の

○ 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
公
共
法
人
ま
た
は

公
益
法
人
な
ど
こ
れ
ら
に
類
す
る
団
体
か

ら
の
助
成
を
受
け
て
い
る
も
の　

な
ど

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
と
は

◆
応
募
で
き
る
団
体
の
要
件

　
 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
全
て
満
た
す
こ
と
。

① 
営
利
を
目
的
と
し
な
い
、
自
主
的
に
公
益

的
な
活
動
を
行
う
団
体
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
市
民

活
動
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
、

自
治
会
な
ど
）
で
あ
る
こ
と

② 

お
お
む
ね
５
人
以
上
の
会
員
で
組
織
し
て

い
る
こ
と

③ 

組
織
の
運
営
に
関
す
る
規
約
、
会
則
な
ど

が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と　

な
ど

◆
事
業
期
間

　

 

６
月
ご
ろ
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
の
単

年
度
事
業
と
し
ま
す
。

◆
市
負
担
金

　

 

１
事
業
あ
た
り
上
限
20
万
円
と
し
、
採
択

後
、
内
容
を
精
査
し
た
上
で
決
定
し
ま
す
。

※ 

人
件
費
、
備
品
購
入
費
な
ど
は
対
象
外

犬
の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ

狂
犬
病
予
防
注
射

を
受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
！

　

狂
犬
病
は
、
人
に
も
う
つ
る
病
気
で
す
。
感
染
・
発
症
す
る
と
治

療
法
が
な
く
、
ほ
ぼ
１
０
０
％
死
亡
し
ま
す
。
狂
犬
病
に
な
ら
な
い

た
め
に
も
、
予
防
は
と
て
も
重
要
で
す
。
犬
の
飼
い
主
は
狂
犬
病
予

防
法
を
し
っ
か
り
守
り
、
発
病
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問 

環
境
政
策
課

☎ 

０
５
５
８（
７
６
）８
０
０
２

市
役
所
で
登
録（
一
生
に
１
回
）

〇
登
録
す
る
と
「
鑑
札
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

〇 

登
録
後
、
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
と
き
や
、
登
録
内

容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す
。

狂
犬
病
予
防
注
射（
年
１
回
）

〇 

生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、
毎
年
、
狂
犬
病
予
防
注

射
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

〇 

屋
内
・
屋
外
の
飼
育
に
か
か
わ
ら
ず
、
狂
犬
病
予

防
注
射
を
受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

〇 

予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
た
ら
、必
ず
「
注
射
済
票
」

の
交
付
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

○ 

犬
が
高
齢
や
病
気
で
注
射
が
困
難
な
場
合
、
獣
医

師
の
証
明
を
も
ら
い
、
市
役
所
で
猶
予
の
手
続
き

を
し
ま
し
ょ
う
。（
毎
年
手
続
き
が
必
要
で
す
）

鑑
札
と
注
射
済
票

〇 

飼
い
犬
の
首
輪
な
ど
に
「
鑑
札
」
と
「
注
射
済
票
」

を
つ
け
ま
し
ょ
う
。迷
い
犬
の
防
止
に
も
な
り
ま
す
。

集
合
注
射
の
持
ち
物
・
金
額
な
ど

○
登
録
と
予
防
注
射
を
受
け
る
場
合

持
ち
物
／
６
，５
０
０
円（
１
頭
）

　
（
登
録
料
３
，０
０
０
円
＋
注
射
料
３
，５
０
０
円
）

○
予
防
注
射
だ
け
を
受
け
る
場
合

持 

ち
物
／
受
付
票（
集
団
注
射
の
ご
案
内
）、愛
犬
手
帳

ま
た
は
愛
犬
カ
ー
ド
、注
射
料
３
，５
０
０
円（
１
頭
）

　
（ 

注
射
料
２
，９
５
０
円
＋
予
防
注
射
済
票
交
付

手
数
料
５
５
０
円
）

※
消
費
税
増
税
に
よ
り
金
額
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　どの日程も都合が悪い場合は、各動物病院で必ず受けさせてください。集合注射の日程（4 月）

会場 時間

10
日（
金
）

下畑公民館 10：40 ～ 10：50

守木公民館 11：05 ～ 11：35

星和立花管理事務所 11：50 ～ 12：00

韮山時代劇場大駐車場 13：30 ～ 14：00

韮山生涯学習センター 14：15 ～ 14：30

エメラルドタウン管理組合事務所 14：55 ～ 15：10

11
日（
土
）

アピタ大仁店 駐車場 9：00 ～ 9：30

三福公民館 9：45 ～ 10：10

天野公民館 10：25 ～ 10：45

市役所大仁庁舎 11：00 ～ 11：20

※ 気象状況などにより実施を中止する場合は、同報無
線でお知らせします。

会場 時間

４
日（
土
）

旧市役所韮山庁舎 9：00 ～ 9：40

原木公民館 9：55 ～ 10：10

江間公園駐車場 10：25 ～ 10：40

江間防災センター 10：55 ～ 11：15

千代田公民館 11：30 ～ 11：40

共和幼稚園駐車場 13：00 ～ 13：15

JA 伊豆の国南部支店南側 13：30 ～ 13：50

アクシスかつらぎ南側駐車場 14：05 ～ 14：20

長岡区民館 14：35 ～ 14：50

市役所伊豆長岡庁舎 15：05 ～ 15：35

10
日（
金
）

長者原公民館 9：00 ～ 9：10

浮橋公民館 9：30 ～ 9：50

田中山公民館 10：10 ～ 10：20


